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璽

■ 労働者派遺法改正をめぐる主な論点 一

労
働
者
派
遣
法
の
改
正
を
め
ぐ
り
、
規
制
強
化
を
求
め
る
労
働
側
の
攻
勢
が
際
立
っ
て
き
た
。

一
貫
し
て
規
制
緩
和
を
勝
ち
取
っ
て
き
た
経
営
側
だ
が
、
格
差
間
題
へ
の
批
判
の
高
ま
り
や
参
院

選
で
の
野
党
大
勝
で
、
形
勢
は
逆
転
。
労
働
側
が
不
安
定
な
登
録
型
派
遺
の
原
則
禁
止
な
ど
を
渇

げ
て
攻
勢
を
強
め
る
一
方
、

経
営
側
は

「
風
向
き
が
悪
す
ぎ
る
」

と
、

改
正
自
体
に
及
び
腰
だ
。

法改正へ 逆転国会追い風

一
厚
生
労
働
省
資
料

一
な
ど
か
ら
作
成

登
録
型
「
原
則
禁
止

を
一

改
転
饗

進
一
輔
諦
繍
㌣
く

っ
た
が
、

今
度
は
私
た
ち
の

側
か
ら
労
働
者
の
た
め
の
抜

本
改
正
を
目
指
そ
う
」
。

４

日
、

労
働
者
団
体
が
参
院
議
一

員
会
館
で
開
い
た
集
会
。
個

人
で
入
れ
る
労
組
で
つ
く
る

全
国
ユ
ニ
オ
ン
の
安
部
誠
車
一

務
局
長
は
こ
う
訴
え
た
。

集
会
に
は
約
１
０
０
入
が

参
加
。

野
党
議
員
を
招
い
た

討
論
で
は
、

「
格
義
、

賓
困
．

の
原
因
は
労
働
分
野
の
規
制

緩
和
が
最
大
の
要
因
」
な
ど

厚
生
労
働
相
の
諮
間
機

関
、
労
働
政
策
審
議
会
の
部

会
で
は
９
月
か
ら
、

労
便
代

表
ら
に
よ
る
派
遣
法
の
改
正

論
議
が
本
格
化
。
厚
労
省
は

年
末
を
め
ど
に
改
正
案
の
骨

子
と
な
る
建
議
を
ま
と
め
、

来
年
の
通
常
国
会
へ
の
改
正

案
提
出
を
目
指
し
て
い
る
。

労
働
側
が
最
も
強
く
求
め

る
の
は
、

派
遣
会
杜
に
労
働

者
が
登
録
し
、
派
遣
先
が
決

ま
っ
た
時
だ
け
雇
用
契
約
を

と
政
府
を
批
判
し
、
国
会
で
一
緒
ぶ
「
登
録
型
派
遣
」
の
原
則

一
盆

嬰

４

影

禁
止
だ
日

派
遣
が
終
わ
る
と

無
収
入
に
な
る
不
安
定
な
働

き
方
だ
か
ら
だ
．

登
録
型
派

遣
を
尊
門
性
が
高
い
蝸
業
務

に
限
定
し
、

臼
雇
い
派
遣
も

蕪
止
す
る
よ
う
主
張
す
る
。

登
録
型
で
働
く
人
は
延
べ 〕 皿 ｝■、 ■割 」
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激欝言聾鯉琴養規鷺 試 雛蓼

繍 蜂 鰹 １ 擦

需 職 鵯 鱗 灘 謙 黄
面 を求 首倍会つ 問を夫た装た
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繊 縞 鐵 鎌 １

脅業蕾ら押正経きま側にいい止弱し団のなしで験上り委は派るに腰て

が
参
議
院
で
多
数
を
占
め
た
一
接
の
解
禁
な
ど
を
目
指
し
て

い
た
経
済
界
は
一
転
弱
腰

登
録
型
の
原
則
禁
止
に

は
明
確
に
反
対
し
て
い
る

批
判
が
強
い
日
雇
い
派

「
規
榛
の
強
化
に
は

（
経
営
側
委

格
差
批
判
の
高
ま
り

派遣法の規制強化へ参加者と対話する野党議員ら＝
日、 東京・永田町の参議院議員会館で、 竹花徹朗撮


